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❶

シンガポールなどでは，形式的には議院内閣制がとら

れているが，表現の自由が制限され，与党に有利な独

特の選挙制度がおこなわれているため，一党支配が続いている。

よ とう
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図１

① ❶・❷ともに，宗教的行為の自由に含まれる活動であっても，刑法の条文に明白に違反する

行為は，信教の自由の保障の限界をこえており，処罰される。
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（72ページ，22～24行目）

2012年の総選挙では，自民党が勝

利して政権を奪還し，引き続き2014年，17年，21年の総選挙でも勝利した。

しかし，政治とカネの問題が争点となった24年の総選挙では，自民党と公明

党の与党が過半数を割りこんだ。二大政党制の実現が見通せないなか，日本

政治の新しい形が模索されている。
も さく

（削除）
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1-7

❶

資本主義の抱える問題点に異なる解答を示したのが，ド

イツの経済学者マルクスであった。彼は，資本主義経済は自らの問題を自律的に解決

できず，したがって への移行が必然だと説いた。実際，1917年の

によって，社会主義経済はソビエト連邦のもとで実現し，東欧，中国，ベトナムなど

に拡大した。しかし社会主義に基づく はうまく機能せず，ソ連では1980年代

後半に改革（ ）が試みられたものの，1989年には東欧諸国で共産党一党

独裁と計画経済が撤廃され，ソ連も1991年に解体した。

ことほうかい

もとかくだい

と

じ りつみずか

❶

❷

てっぱい

（削除）
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国民経済の規模は， と の両面から評価

できる。ストックは，これまでの経済活動によってど

れだけの量の富が蓄えられているかというもので，そのうち一国の

（実物資産）と の合計を という。非金融資産とは個人，企業，

国などが所有する住宅，建物などの資産を合計したものである。非金融資産

はさらに，道路や上下水道など政府が整備し国民が共同で利用する

と，民間企業が自己のために所有して利用する とに区別される。

こく ふ

stock flow

たくわ

❶

p.115
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① 高度経済成長期は消費や設備投資が旺盛だったが，近年はそれが衰え，景気の伸びを左右す

る明確な要因を指摘することは難しくなっている。

② 消費税の導入や税率の引き上げをおこなった当年とその翌年には，経済成長率の顕著な落ち

込みが記録されている。

③ 1990年代以降，日本では技術革新による生産の効率化が進まず，労働生産性も向上していな

いため，経済成長率が低迷している。

④ G7のなかで，日本の労働生産性は一貫して低い状態が続いているので，日本では経済成長率

と労働生産性の間に相関関係はない。

⑤ 21世紀になってから日本の経済成長率が低迷しているのは，ICTへの投資額や研究開発費が

伸びていないことも一因と考えられる。



12

図書の記号・番号 政経７０２

番号
訂正箇所

ページ 行
原 文 訂 正 文

18

19

142

153

図４

図２



13

図書の記号・番号 政経７０２

番号
訂正箇所

ページ 行
原 文 訂 正 文

20

21

22

179

207

61

11

18-19

5-7

また，国会に設置される において，

職務上の義務に著しく違反するなど，国民の信託に違反するような行為を

おこない，訴追された裁判官を辞めさせることができる（第64条）。

だんがい

いちじる

そ つい
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